
議決権行使レポート 

 

証券コード   4462    

会社名  石原ケミカル       

 

 賛成 反対 棄権 

第 1号議案 剰余金の処分の件 ○   

第 2号議案 定款一部変更の件 ○   

第 3号議案 取締役 8名選任の件    

 酒井 保幸 氏 ○   

 内田 衛 氏 〇   

越山 剛 氏 〇   

 山口 恭正 ○   

 谷田 豊 ○   

 芝 一教 〇   

 藤本 明彦 〇   

 有原 邦夫 〇   

第４号議案 監査等委員である取締役８

名選出の件 

   

山下 隆文 〇   

永野 卓美 〇   

芝池 勉 〇   

大槻 和子 〇   

第５号議案 取締役の報酬額決定の件 〇   

第６号議案 監査等委員である取締役の

報酬額決定の件 

〇   

第７号議案 取締役に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件 

〇   

第８号議案 当社株式の大規模買付行為

に関する対応方針の継続の件 

〇   

第９号議案 譲渡制限付株式報酬制度に

係る報酬額改定の件 

 〇  

第１０号議案 自己株式取得の件  〇  

第１１号議案 社外取締役の員数に関す

る定款変更の件 

 〇  



※第１号～第８号は会社提案 第９号～第１１号は株主提案 

 

上記の推奨をした理由 

＜第１号議案＞ 

 

             図１ 配当性向（％） 

 剰余金の処分について賛成する。石原ケミカル株式会社（以下石原ケミカル）の最新の

１０年間配当性向を見たところ、変化が大きいものの、たいていは目安となる３０％を上

回っている。直近において、新型コロナによる影響力の低下で配当性向も２０２３年は去

年から約１０％伸びている。また、株主優待も行われており、株主に対する紳士的な態度

がとられており、業績に応じた増配を検討するなど弾力的な還元策をはかっていく方針で

あることから賛成する。 

＜第２号議案＞ 

 定款一部変更について、賛成する。主に、監査等委員会設置会社への移行に伴う変更が

加えられている。移行する目的として、透明性の高い経営を実現し、コーポレートガバナ

ンスのさらなる充実と企業価値の向上を推進することが挙げられている。また、監査等委

員を除く取締役の任期が二年から一年に短縮されていることを踏まえると社外からの監査

や審査の機会が増えるため、より信頼性の高い企業としてさらなる活躍が期待できる。し

かし、第２３条の重要な業務執行の決定の委任に関して疑問が浮かぶ。これは重要な業務

執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるというものである。会議な

どの効率性の向上が期待できる半面、従業員らからの建設的な意見を見落としてしまう可

能性が考えられる。全体としては賛成である。 

＜第３号議案＞ 
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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件について賛成である。この議

案は監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員が任期満了となるため、取締役の選任を

行うためのものである。 

 

           図２ 取締役のスキルマトリックス 

 図２を参照すると、上部８名の取締役はほぼ全員が企業経営に携わった経験があり、八

名全員を合わせると幅広い分野の専門性や経験を所持していることとなりバランスがうま

く取れているといえる。社外取締役の有原邦夫氏を除く７名は全員が３５年以上にわた

り、石原ケミカルに所属しており、十分な経験を備えている。業績は６年連続で売上高が

上昇し続けていることから、会社は安定的に良い業績を残しているといえる。さらに、 

取締役会の人選について、「株主総会後の取締役会に占める社外取締役の割合が 3 分 1 

未 満の場合、または社外取締役が 2 名未満 の場合原則として反対を推奨する」という 

ISS の 反対を推奨する基準に達しておらず、取締役７名とも再任に値する。また、有原

邦夫氏は７年にわたって社外取締役を務めており、石原ケミカルの株式は全く所有してい

ない上、の定める社外役員の独立性判断基準を満たしているため、 独立性は十分維持さ

れていると判断することができる。そのため、有原邦夫氏の再任にも賛成できる。 

＜第４号議案＞ 

 監査等委員である取締役４名選任の件について、賛成する。監査等委員で唯一の社内取

締役である山下隆史氏は約５０年にわたり営業部門や購買部門を経験し、石原ケミカルを

熟知していることから賛成できるといえる。また、社外取締役の三名においては、永野卓

美氏は税理士として、芝池勉氏と大槻和子氏は公認会計士として、２０年以上の経験を持

つ。また、永野氏と芝池氏は税理士事務所や公認会計士事務所の代表を務めており、信頼



性が高いといえる。大槻氏においても、他社の社外取締役と務めているのでその経験を反

映できるため、期待ができるといえる。 

＜第５、６号議案＞ 

 取締役の報酬額決定の件について、賛成する。内容としては、取締役の報酬額を、２億

３０００万円以内（うち社外取締役分は２０００万円以内）としている。また、監査等委

員である取締役の報酬額を年額３０００万円以内としている。ここで上場企業の平均の報

酬額をもとに比較しながら考えていく。 

 



          図３ 役位別に見た報酬と賞与（常勤の場合） 

 石原ケミカルの従業員数は２８６人であるため、図の右下の部分に所属する。調査の母体が

少ないため、推測するのは難しいが、特に取締役の報酬額について、比較的報酬額は高いので

はないかと思われる。しかし、「以内」であるため、第２議案にもあったように、取締役の決定

権の強化などを踏まえ、取締役の会社に対する責任が大きくなるのを踏まえると妥当といえ

る。従業員の収入は約６５０万円と言われており、化学業界でも平均的であるので報酬額の極

端な偏りもないので問題ないと思われる。 

＜第７号議案＞ 

 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件について、賛成する。これ

は第５号議案の報酬に加え、取締役（監査等委員の取締役、社外取締役を除く）を対象に

年額４０００万円以内の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支払うというものである。

ほとんどの取締役が１万株以上を所持しており、発行済み株式総数に対する希釈化率が

０．３％程度で軽微であることを踏まえると妥当的だといえる。（株価は 2023/06/23時点

で１７０８円である） 

＜第８号議案＞ 

 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の継続の件について、賛成する。というの

も、監査等委員会設置会社への移行に伴う方式の変化であり、基本的な内容に変更はない

ため、取締役会や監査役から許可が出ているため、賛成して問題ないといえる。 

＜第９号議案＞ 

 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件について、反対する。第４号案件がイン

センティブの報酬が過度に大きいこと、そして ISS の議決権行使助言基準にも記されて

いるように、社外の協力者への報酬が難点として挙げられる。 

＜第１０号議案＞ 

 自己株式取得の件について、反対する。事業拡大、企業価値の上昇を目標とした投資の

ため、 内部留保の充実化が行われている、という理由の下、株主提案の提案する過大な

自己株式の取得を行わないという主張は理にかなっていると判断した 

＜第１１号議案＞ 

 社外取締役の員数に関する定款変更の件について、反対する。独立社外取締役を増やす

本来の狙いは、取締役会の監視機能として社外の目を入れることにある。しかし、他社を

見ると、独立社外取締役を増やしても会社の不祥事などは起こり続け、業績向上につなが

るとは言いにくい。投資家としては社外取締役による監査の機会を積極的に増やしたいと

考えている可能性が高いといえるが、確実にそうなるといえる保証がないことを踏まえる

とこの議案には賛成できない。 


